
食品衛生法等の一部を改正する
法律の経過について
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広域的な食中毒事案への対策強化

○ ２０１７年夏に関東を中心に発生した食中毒事案における課題＊を踏まえ、広域的な食中毒
事案の発生や拡大の防止等のため、関係者の連携・協力義務を明記するとともに、国と関係
自治体の連携や協力の場を設置し、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活
用し、広域的な食中毒事案への対応に努めることとする。

厚生労働省

Ｂ市

Ｄ市

Ｃ県

例：Ｃ県内部

感染症部局 食中毒部局

国民・報道機関

広域連携協議会
の設置関係都道府県等

協議会構成員

地方衛生研究所

国立感染症研究所

遺伝子型情報の解析

Ａ県

食中毒発生状況・
調査結果の報告

連携協力・
情報共有

食中毒発生

関係都道府県等に情報提供
（原因食品流通先等）

食中毒発生

食中毒発生

早期の情報取りまとめ・
関係都道府県等に情報提供

連携による広域発生の
早期探知・早期対応

＊ 広域発生食中毒事案としての早期探知が遅れ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応に遅れが生
じた。対応が必要な主な事項は以下のとおり。
・ 地方自治体間、国と地方自治体間の情報共有等
・ 国民への情報提供
・ 食中毒の原因となる細菌（腸管出血性大腸菌Ｏ157等）の遺伝子検査手法の統一 など

○ 国と関係自治体の食中毒事案対応
などの連携や協力の場として、地域ブ
ロックごとに広域連携協議会を設置。

○ 厚生労働大臣は、協議会を活用して、
広域的な食中毒事案への対応を行う。

・ 国と関係自治体との間の情報共有等に基づき、同一
の感染源による広域発生の早期探知を図る。
・ 協議会において、国、都道府県等における早期の調
査方針の共有や情報の交換を行い、効果的な原因調
査、適切な情報発信等を実施する。
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合
（
％
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平成

発生地域の範囲別にみた食中毒事件数

構成割合の年次推移

3自治体以上

２自治体

年次
（平成）

構成割合(%)

１自治体 ２自治体
３自治体
以上

11 91.7 5.3 3.0 
12 91.1 5.3 3.6 
13 89.6 7.0 3.5 
14 89.4 6.6 4.1 
15 87.3 7.9 4.8 
16 87.0 6.9 6.1 
17 85.2 9.4 5.4 
18 81.4 10.3 8.2 
19 82.3 9.9 7.8 
20 84.1 9.6 6.2 
21 79.5 11.0 9.5 
22 81.7 8.1 10.2 
23 79.4 11.6 9.0 
24 79.1 10.2 10.7 
25 78.5 10.3 11.2 
26 76.5 12.5 11.0 
27 72.1 14.1 13.8 
28 74.6 14.5 10.9 
29 75.0 13.3 11.7 

年
サルモネラ
属菌

腸管出血性大腸菌
（ＶＴ産生）

自然毒 総計

Ｈ25 5 4 9

Ｈ26 6 4 1※ 11

Ｈ27 7 4 11

Ｈ28 5 4 9

Ｈ29 5 7 12

※植物性自然毒

サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、自然毒による食中毒
のうち3自治体以上で患者が発生している事案

広域的な食中毒事案の発生状況
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広域連携協議会の設置

根拠とな
る法律の
条項

法律における規定

第21条の
３第１項

厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定める
ところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会（以下この条及び第六
十条の二において「協議会」という。）を設けることができる。

第21条の
３第４項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第22条第
２項第４
号

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針（以下「指
針」という。）を定めるものとする。
② 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一～三 （略）
四 監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五 （略）

第60条の
2

前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒
の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食
中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努め
なければならない。
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広域連携協議会の設置

法律における規定
根拠とな
る法律の
条項

省令（骨子案）

厚生労働大臣は、監視指導の実施に
当たつての連携協力体制の整備を図
るため、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、国、都道府県等その他関
係機関により構成される広域連携協
議会（以下この条及び第六十条の二
において「協議会」という。）を設
けることができる。

第21条の
３第１項

法第21条の3第1項の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ご
とに、当該地方厚生局及び当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、
保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。

2018年
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2019年

1～6月
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【省令（骨子案）】

【改正食品衛生法施行スケジュール案】
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広域連絡協議会の内容（案）

目 的：広域連携協議会は、複数の自治体が関連する広域的な食中毒事案が発生した場合等に、適切に調査、
情報共有等の連携が行われるよう整備し、緊急を要する場合には、この協議会を活用し事案対応を図る。

構 成：地方厚生局の管轄区域ごとに、管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員
とする。

【緊急時の対応】
食中毒調査情報の報告、共有
○ 喫食状況調査
○ 患者情報
○ 遡り調査

○ 検査結果（微生物等） など

【平時の対応】
広域食中毒発生時を想定した、
○ 連絡体制整備・確認
○ 調査内容の確認
○ 情報共有内容の確認

など
※毎年度、４，５月をメドに定期開催

【緊急開催の要件】
※原因は推定含む

○ 食中毒の発生が、４７都道府県
の区域を越えて発生している。

○ 患者発生が拡大するおそれがあ
る。（例：原因汚染源が、複数都
道府県に流通している等）

【地方厚生局の事務】
○ 協議会の開催事務
・会場設置、開催案内、
連絡名簿作成

○ 厚生労働省本省との連絡
調整 など

広域連携
協議会

（地方厚生局）

自治体Ａ

自治体Ｃ 自治体Ｄ

自治体Ｂ

・早期の調査方針の共有、
情報の交換
・効果的な原因調査、適切
な情報発信等の実施
など
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食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正①

○ 今般の改正食品衛生法により、
・ 食品衛生に関する監視指導が総合的かつ迅速に実施されるよう、国及び都道府県等の連携協力に関する
規定が新設（改正法第二十一条の二）されるとともに、

・ 監視指導に関する基本的な内容を示す監視指導指針及び都道府県等食品衛生監視指導計画に掲げる事
項として、国、関係都道府県等の関係者間の連携の確保に関する事項が追加（改正法第二十二条及び第二
十四条）された。

○ 改正後の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）（抄） ※赤字が今回改正部分

第二十一条の二 国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者（以下「食中毒患者等」という。）の広域にわたる発
生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止する
ため、その行う食品衛生に関する監視又は指導（以下「監視指導」という。）が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第二十二条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針（以下「指針」という。）を定めるものとする。
２ 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 監視指導の実施に関する基本的な方向
二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三 監視指導の実施体制に関する事項
四 監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五 その他監視指導の実施に関する重要事項
３ （略）

第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画（以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」とい
う。）を定めなければならない。

２ 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三 監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項
四 その他監視指導の実施のために必要な事項
３～５ （略）
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食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正②

○ 改正食品衛生法に基づき、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針（監視指導の実施に関する基本
的な方向及び監視指導計画（※）の策定に当たり必要な基本的事項を示し、もって、重点的、効率的かつ効果的
な監視指導の実施を推進するもの。）について、国及び都道府県等の連携を法律の連携協力規定に基づいた
ものとするとともに、広域的な食中毒事案発生時の連携に関する項目を新設する等の改正を行う。
（※）厚生労働大臣が輸入食品監視指導計画、都道府県知事等が都道府県等食品衛生監視指導計画を毎年度指針に基づいて策定し、これらに従って監視指導を実施する。

○ 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針 （目次）

第一 監視指導の実施に関する基本的な方向

第二 監視指導の実施体制等に関する事項

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事項

第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事項

第五 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項

第六 関係者相互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション）の実施に関する事項

第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項
9



食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正②

第二 監視指導の実施体制等に関する事項

一 （略）

二 厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県等の食品衛生担

当部局との連携体制の確保

都道府県等の監視指導の実施に当たって、厚生労働省、消

費者庁及び他の都道府県等との連携を確保することは、特

に、都道府県等の区域を超えて広域的に流通する食品等で

あって輸入食品等以外のもの（以下「広域流通食品等」とい

う。）及び輸入食品等の監視指導において重要である。また、

総合衛生管理製造過程の承認を受けた施設への監視指導

の実施に当たっては、厚生労働省の地方厚生局との連携を

確保することが必要となる。

このため、厚生労働省、消費者庁及び地方厚生局において

は、都道府県等の食品衛生担当部局との連絡及び連携体制

を確保するとともに、広域流通食品等に係る違反情報、輸入

食品等の輸入時検査における違反情報、輸入者に対する処

分内容等について、関係する都道府県等に情報提供し、必

要に応じて連携して対応する。

また、都道府県等の食品衛生担当部局は、他の都道府県

等の食品衛生担当部局、特に当該都道府県等と隣接する都

道府県等との間において緊密な連絡及び連携体制を確保す

る。

第二 監視指導の実施体制等に関する事項

一 （略）

二 厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県等の食品衛生担

当部局との連携体制の確保

都道府県等の監視指導の実施に当たって、厚生労働省、消

費者庁及び他の都道府県等との連携を確保することは、特に、

都道府県等の区域を超えて広域的に発生する食中毒事案へ

の対応、また、同様に都道府県等の区域を超えて広域的に流

通する食品等であって輸入食品等以外のもの（以下「広域流

通食品等」という。）及び輸入食品等の監視指導において重要

である。また、総合衛生管理製造過程の承認を受けた施設へ

の監視指導の実施に当たっては、厚生労働省の地方厚生局と

の連携を確保することが必要となる。

このため、厚生労働省、消費者庁及び地方厚生局において

は、都道府県等の食品衛生担当部局との連絡及び連携体制

を確保するとともに、 食中毒の発生状況、広域流通食品等に

係る違反情報、輸入食品等の輸入時検査における違反情報、

輸入者に対する処分内容等について、関係する都道府県等に

情報提供し、必要に応じて連携して対応する。

また、都道府県等の食品衛生担当部局は、他の都道府県

等の食品衛生担当部局、特に当該都道府県等と隣接する都

道府県等との間において緊密な連絡及び連携体制を確保す

る。

【現行】 【改正案】
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食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正②

第二 監視指導の実施体制等に関する事項

三 農林水産部局等他部局との連携体制の確保

（略）

四 試験検査実施機関の体制の整備等

（略）

第二 監視指導の実施体制等に関する事項

三 広域的な食中毒事案発生時の関係機関相互の連携体制の

確保

複数の都道府県等が関連する広域的な食中毒事案が発生

した場合に、適切に調査、検査、情報共有等が行われるよう整

備を進め、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、監視指

導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、国、

都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会

を設けることができる。

広域連携協議会は、全国を地方厚生局の管轄区域ごとに、

当該地方厚生局及び当該地方厚生局の管轄区域内の都道府

県、保健所を設置する市及び特別区を構成員として設置し、平

常時から二を踏まえ、広域食中毒事案が発生した場合を想定

した連絡体制の確認、喫食状況等共有する情報の内容の確

認、調査、検査の協力体制の整備、確認を行い、広域食中毒

の発生時には、速やかに連携、協力体制の整備を図り、関係

都道府県等と厚生労働省が情報を共有し、原因究明、事案の

拡大、再発防止等の対策を講じる。

四 農林水産部局等他部局との連携体制の確保

（略）

五 試験検査実施機関の体制の整備等

（略）

【現行】 【改正案】
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食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正②

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指
導の実施に関する事項
一 重点的に監視指導を実施すべき項目

２ 食品群ごとの食品供給行程（フードチェーン）を通じた重点

監視指導項目

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指
導の実施に関する事項
一 重点的に監視指導を実施すべき項目

２ 食品群ごとの食品供給行程（フードチェーン）を通じた重点

監視指導項目

採取、とさつ及び解体、食鳥処理

等（採取等の後の保管も含む。）

製造及び加工（とさつ及び解

体並びに食鳥処理を除く。）

貯蔵、運搬、調理及び

販売

食肉、食鳥肉

及び食肉製品

・ 健康な獣畜又は家きんのと畜

場又は食鳥処理場への搬入

の推進

（略）

・ 食肉処理施設における微

生物汚染の防止の徹底

（略）

・ 枝肉及びカット肉の

流通管理（保存温度、

衛生的な取扱い等）

の徹底

（略）

乳及び乳製品 （略） （略） （略）

食鳥卵 （略） （略） （略）

水産食品（魚

介類及び水産

加工品）

・ 食品等事業者による二枚貝等

の貝毒等に関する検査の徹底

（略）

・ 生食用かきの採捕海域等

の適正表示の徹底

（略）

・ 残留動物用医薬品、

微生物等の検査の

実施

（略）

野菜、果実

（略）

（略） （略） （略）

採取、とさつ及び解体、食鳥処理

等（採取等の後の保管も含む。）

製造及び加工（とさつ及び解

体並びに食鳥処理を除く。）

貯蔵、運搬、調理及び販

売

食肉、食鳥肉

及び食肉製品

・ 健康な獣畜又は家きんのと畜

場又は食鳥処理場への搬入

の推進

（略）

・ 狩猟しようとする野生鳥獣や食

肉処理施設における解体前及

び解体後の野生鳥獣肉等の異

常の有無の確認の実施

・ 食肉処理施設における微

生物汚染の防止の徹底

（略）

・食肉処理施設で処理された

野生鳥獣肉の受け入れの

徹底

・ 枝肉及びカット肉の流

通管理（保存温度、衛

生的な取扱い等）の

徹底

（略）

・ 食肉処理施設で処理

された野生鳥獣肉の

受け入れの徹底

乳及び乳製品 （略） （略） （略）

食鳥卵 （略） （略） （略）

水産食品（魚

介類及び水産

加工品）

・ 食品等事業者による二枚貝等

の貝毒等に関する検査の徹底

（略）

・ 生食用鮮魚介類の衛生管

理の徹底

・ 製造過程又は加工工程に

おける微生物汚染の防止

・ 製造又は加工に係る記録

の作成及び保存の推進

・ 生食用かきの採捕海域等

の適正表示の徹底

（略）

・ 残留動物用医薬品、

微生物等の検査の実

施

（略）

野菜、果実

（略）

（略） （略） （略）

【現行】 【改正案】
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食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の改正②

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導

の実施に関する事項

二 監視指導の実施体制に関する事項

１ 監視指導の実施体制に関する基本的な事項

（略）

２ 厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県等との連携確

保に関する事項

（略）

３ 農林水産部局等他部局との連携確保に関する事項

（略）

４ 試験検査実施機関の体制の整備等に関する事項

（略）

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導

の実施に関する事項

二 監視指導の実施体制に関する事項

１ 監視指導の実施体制に関する基本的な事項

（略）

２ 厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県等との連携確保

に関する事項

（略）

３ 広域的な食中毒事案発生時の関係機関との連携確保に関

する事項

第二の三を参考として、広域的な食中毒事案発生時の関係

機関との連携確保について監視指導計画に記載する。

４ 農林水産部局等他部局との連携確保に関する事項

（略）

５ 試験検査実施機関の体制の整備等に関する事項

（略）

【現行】 【改正案】
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【参考】 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年６月13日公布）の概要

○ 我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者に
よる衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の
整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣
が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。

２．HACCP（ハサップ）＊に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を
考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。

＊ 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な
工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。

３．特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害
情報の届出を求める。

４．国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。

５．営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種（政令で定める34業種）以外の事業者の届出制の創設を行う。

６．食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。

７．その他（乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等）

改正の概要

公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、１．は１年、５．及び６．は３年）
※ 施行日については、今後政令で定める

施行期日
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